
 

世田谷区建築・設備設計等委託成績評定要綱 

２７世経理第４０１号 
平成２７年１２月３日 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、建築工事等の設計等の委託を受けた者に係る成績評定（以下

「評定」という。）に関し、必要な事項を定め、受託業者の適正な選定及び効果的

な指導育成に資することを目的とする。 

 

（評定の対象） 

第２条  評定の対象とする委託は、世田谷区が施行する建築工事、機械設備工事及び

電気設備工事についての工事施行規程（昭和５０年９月世田谷区訓令甲第３３号。

次条第１項第１号において「規程」という。）第２６条に規定する設計等の委託（設

計及び監理の委託に限る。）であって、１件の予定価格が１００万円を超えるもの

のうち、世田谷区が当該委託契約に係る仕様書で指定したものとする。 

 

（評定を行う者） 

第３条   評定を行う者（以下「評定者」という。）は、次に掲げる者とする。 

（１）規程第１８条第１項に規定する監督基準に定める総括監督員、主任監督員及び

担当監督員 

（２）契約事務規則（昭和３９年３月世田谷区規則第４号。以下この条において「規

則」という。）第５６条第３項に規定する検査員（規則第５６条の２の職員を含

む。以下同じ。） 

２ 前項第１号に掲げる主任監督員又は担当監督員が複数いる場合にあっては、主た

る主任監督員又は担当監督員を評定者とする。この場合において、評定者は他の主

任監督員又は担当監督員の意見を聴いて評定を行わなければならない。 

３ 第１項第２号の検査員が複数いる場合にあっては、原則として第１項第１号及び

第２項の規定により評定者となる者と同一の職種の検査員を評定者とする。 

 

（評定の時期） 

第４条   評定者は、検査が完了したときは、速やかに評定を行わなければならない。 



 

 

（評定の方法） 

第５条   評定者（総括監督員である評定者（以下「総括評定者」という。）を除く。）

は、次の各号に掲げる委託の区分に応じ、当該各号に掲げる様式に定める評価項目

について、次条及び第７条に定めるところに従って評定を行うものとする。 

（１）設計の委託 設計委託成績評定表（正）（第１号様式） 

（２）監理の委託 工事監理委託成績評定表（正）（第２号様式） 

 

（検査員である評定者の評定項目） 

第６条 検査員である評定者は、前条各号に掲げる様式に定める評定項目のうち、設

計の委託にあっては「業務目的の達成度」について、監理の委託にあっては「専門

技術力」、「管理技術力（「迅速性 工程管理能力 調整能力）」に限る。）」及び「施

工計画の確認検討 施工図等の検討 工事の確認（「業務報告書等の的確な取りま

とめ」に限る。）」についてそれぞれ評定を行うものとする。 

２ 検査員である評定者は、前項の規定により評定を行ったときは、その結果を担当

監督員たる評定者（以下「担当評定者」という。）に通知しなければならない。 

 

（主任評定者等の評定項目） 

第７条   主任監督員である評定者（以下「主任評定者」という。）及び担当評定者は、

第５条各号に掲げる様式に定める評定項目のうち、設計の委託にあっては、「業務

の実施能力」、「業務の実施状況」及び「業務目的の達成度」について、監理の委託

にあっては「専門技術力」、「管理技術力（「品質管理能力」及び「弾力性等」に限

る。）」、「コミュニケーション力」、「取組姿勢 社会性」及び「施工計画の確認検討 

施工図等の検討 工事の確認（「目的の達成度他」に限る。）」についてそれぞれ評

定を行うものとする。 

２ 主任評定者及び担当評定者は、前項の規定により評定を行ったときは、その結果

を総括評定者へ報告しなければならない。 

 

（総括評定者による査定等） 

第８条   総括評定者は、前条第２項の規定による報告を受けたときは、当該報告に



 

係る評定の結果について主任評定者及び担当評定者に対してヒアリングを行い、当

該評定結果の査定を行うものとする。 

２ 総括評定者は、事故等による減点表（第３号様式）に定める評定項目について評

定を行うものとする。 

３ 総括評定者は、前２項の規定による査定及び評定をもって総括評定者、主任評定

者及び担当評定者による評定の点数を確定するものとする。 

 

（総評定点） 

第９条   総括評定者、主任評定者及び担当評定者による評定の点数と検査員である

評定者による評定の点数とを合算した点数に基礎点を加算したものを総評定点と

する。 

 

（報告） 

第１０条  総括評定者は、前４条の規定による評定の結果（以下「評定結果」とい

う。）を設計委託成績評定表（正）又は工事監理委託成績評定表（正）により所属

する部の長に報告しなければならない。 

 

（評定表の送付） 

第１１条  総括評定者は、設計委託成績評定表（副）（第１号の２様式）又は工事監

理委託成績評定表（副）（第２号の２様式）を、評定の対象とした委託に係る契約

事務を主管する課の長（以下「契約事務主管課長」という。）及び当該委託の評定

を行った検査員である評定者に送付しなければならない。 

２ 前項の規定により設計委託成績評定表（副）又は工事監理委託成績評定表（副）

の送付を受けた契約事務主管課長は、評定結果を当該設計委託成績評定表（副）又

は工事監理委託成績評定表（副）により所属する部の長に報告しなければならない。 

３ 第１項の規定により設計委託成績評定表（副）又は工事監理委託成績評定表（副）

の送付を受けた検査員たる評定者は、委託成績評定通知書（第４号様式又は第４号

の２様式）を作成し、契約事務主管課長へ送付しなければならない。 

 

（評定結果の通知） 



 

第１２条 前条第３項の規定により委託成績評定通知書の送付を受けた契約事務主

管課長は、評定結果を当該委託成績評定通知書により評定の対象とした委託の受託

者（以下「受託者」という。）に通知しなければならない。 

２ 総評定点に応じた評価結果の評語を次の通り定める。 

（１）８０点以上 優秀 

（２）７０点以上７９点以下 良好 

（３）６０点以上６９点以下 普通 

（４）５０点以上５９点以下 やや不良 

（５）４９点以下 不良 

 

（評定結果の説明） 

第１３条 評定者は、受託者が評定結果について説明を求めたときは、速やかにこれ

に応じなければならない。 

 

（再説明） 

第１４条 契約事務主管課長は、第１２条第１項の規定により評定結果の通知をする

際に、受託者に対し、前条の規定による説明に不服があるときは当該通知の到達し

た日から起算して１４日以内に再説明請求書（第５号様式）を提出することにより

再説明を求めることができる旨を告知しなければならない。 

２ 契約事務主管課長は、受託者が再説明を求めたときは、世田谷区入札参加者等選

定委員会規程（昭和４０年４月訓令甲第３５号）に基づく世田谷区入札参加者等選

定委員会の審議を経て、再説明回答書（第６号様式）により回答するものとする。 

 

（評定結果の修正） 

第１５条 評定者は、前条第２項の規定による審議の結果を勘案し、又は次に掲げる

場合は、必要に応じて評定結果（他の評定者に係る評定結果を含む。）を修正する

ことができる。 

（１）受託者の責に帰すべき事由による事故等があったこと又は成果物に隠れたかし

（軽微なものを除く。）があることが第１２条第１項の規定による通知を発した

後に判明したとき。 



 

（２）評定者の錯誤による評定結果であって修正すべきものであることが判明したと

き。 

２ 前項の規定による評定結果の修正は、第１２条第１項の規定による通知を発した

日から５年を経過した日以後は行うことができないものとする。 

３ 第１項の規定による評定結果の修正は、設計の委託にあっては【修正】設計委託

成績評定表（正）（第８号様式）を、監理の委託にあっては【修正】工事監理委託

成績評定表（正）（第９号様式）を用いて行うものとする。 

４ 第８条から第１２条までの規定は、第１項の規定により評定結果を修正する場合

に準用する。この場合において、第１１条第１項及び第２項中「設計委託成績評定

表（副）（第１号の２様式）」とあるのは、「【修正】設計委託成績評定表（副）（第

８号の２様式）」と、「工事監理委託成績評定表（副）（第２号の２様式）」とあるの

は「【修正】工事監理委託成績評定表（副）（第９号の２様式）」と、同条第３項中

「委託成績評定通知書（第４号様式又は第４号の２様式）」とあるのは「委託成績

評定通知書（修正）（第７号様式又は第７号の２様式）」と読み替えるものとする。 

 

（修正した評定結果の説明） 

第１６条 第１３条及び第１４条の規定は、前条第１項の規定により評定結果を修正

する場合に準用する。 

 

（評定結果の活用） 

第１７条 評定結果（第１５条の規定により修正した後の評定結果を含む。次項にお

いて同じ。）は、事後において、評定の対象とした委託と同種の委託に係る契約を

当該評定に係る受託者と締結する際に活用するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、契約事務主管課長は、評定結果を有効かつ適切に活用

するよう努めるものとする。 

 

（指名の制限） 

第１８条 契約事務主管課長は、評定における評語が不良である委託の受託者を、世

田谷区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準（平成２０年１１月１日２０世経

理第４２９号）に基づき、相当な期間を定め、当該委託と同種の委託に係る指名競



 

争入札の参加者に指名しないものとする。 

 

（委任） 

第１９条 この要綱の実施についての細目は、財務部長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２８年２月８日から施行する。 

   附 則（令和８年２月２４日世経理第７６９号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

【様式】 

設計委託成績評定表（正）                第１号様式 

設計委託成績評定表（副）                第１号の２様式 

工事監理委託成績評定表（正）              第２号様式 

工事監理委託成績評定表（副）              第２号の２様式 

採点表（事故等による減点）               第３号様式 

委託成績評定通知書                   第４号様式 

委託成績評定通知書                   第４号の２様式 

再説明請求書                      第５号様式 

再説明回答書                      第６号様式 

委託成績評定通知書（修正）               第７号様式 

委託成績評定通知書（修正）               第７号の２様式 

【修正】設計委託成績評定表（正）             第８号様式 

【修正】設計委託成績評定表（副）             第８号の２様式 

【修正】工事監理委託成績評定表（正）           第９号様式 

【修正】工事監理委託成績評定表（副）           第９号の２様式



 

第１号様式

1 総評定点は小数点以下を切り捨て、整数とする。

2 総括監督員は､検査員の評定点と監督員の評定点を取りまとめ、当該工事を主管する部の部長及び

検査主管課長へ報告する。

/+35.0
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/+6.0
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評定年月日

部長 課長 係長

検査年月日
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受託者名

検査区分 工期
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等
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る
減
点

基
礎
点

変更後契約金額

総
評
定
点
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平成　年　月　日

　　評定項目
　　　・細目

評定者

業務の実施能力 業務の実施状況

監
督
員

総括
監督員

担当
監督員

主任
監督員

業務
実施
体制

評定項目別配点
/+0.7
～-0.7

/+1.6
～-1.6

/+1.6
～-1.6

/+3.0
～-3.0

/+2.1
～-2.1

/+5.0
～-5.0

/+6.0
～-6.0

検査員

評定項目別配点

計

評定項目別配
点の合計

/+3.9～-3.9 /+16.1～-16.1

 

総括監督員所属
氏名

検査員所属
氏名

管理技
術者の
能力

技術
者の能

力

業務履
行中の
説明資

料

調整及
び説明
対応の
迅速性

与条件の
理解業務
への反映
(設計提

案)
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業務
目的
の達
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当
監
督
員

主
任
監
督
員

総
括
監
督
員

主任監督員所属
氏名

担当監督員所属
氏名

/+26.0
～-26.0

/+9.0
～-9.0

/+9.0
～-9.0



 
第１号の２様式

1 総評定点は小数点以下を切り捨て、整数とする。

2 総括監督員は､検査員の評定点と監督員の評定点を取りまとめ、当該工事を主管する部の部長及び

検査主管課長へ報告する。

主
任
監
督
員

総
括
監
督
員

/+35.0
～-35.0

/+26.0

～-26.0

評定項目別配点
/+9.0

～-9.0

/+9.0

～-9.0

計

/+0.7

～-0.7

/+1.6

～-1.6

/+1.6

～-1.6

/+3.0

～-3.0

/+2.1

～-2.1

/+5.0

～-5.0

/+6.0

～-6.0

/+6.0

～-6.0

検査員
 

監
督
員

担当
監督員

総括
監督員
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主任
監督員

評定項目別配
点の合計

/+3.9～-3.9 /+16.1～-16.1
/+15.0

～-15.0

評定項目別配点

　　評定項目
　　　・細目

評定者
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点
合
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事
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等
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減
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行中の
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料
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(設計提

案)
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担
当
監
督
員

総評定点

検査区分 工期

部長 課長 係長 契約担当

設計委託成績評定表（副）

課長 検査員

委託件名

種別

契約番号

契約金額

評定年月日

受託者名

変更後契約金額 検査年月日

平成　年　月　日

総括監督員所属
氏名

主任監督員所属
氏名

担当監督員所属
氏名

検査員所属
氏名

 



 
第２号様式

1 総評定点は小数点以下を切り捨て、整数とする。

2 総括監督員は､検査員の評定点と監督員の評定点を取りまとめ、当該工事を主管する部の部長及び

検査主管課長へ報告する。

担当監督員所属
氏名

ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ力

取組姿勢

社会性

施工計画の確認検討,施工図

等の検討,工事の確認

結果評価プロセス評価

契約金額

評
定
点
合
計

事
故
等
に
よ
る
減
点

基
礎
点

　　評定項目
　　　・細目

評定者

業務執
行技術

力

迅速性

工程管理

能力

調整能力

品質管
理能力

専門

技術力

弾力性
等

説明力
表現力
協調性

責任感
積極性

管理技術力

/+1.0

～-1.0

/+7.0

～-7.0

/+28.0

～-28.0

/+35.0

～-35.0

/+9.6

～-9.6

評定項目別配点

計

評定項目別配

点の合計
/+24.4～-24.4

評定項目別配点
/+4.0

～-4.0

/+6.4

～-6.4

/+3.2

～-3.2

/+1.6

～-1.6

/+1.6

～-1.6

/+1.6

～-1.6

検査員

/+4.0

～-4.0

/+2.0

～-2.0

部長 課長 係長 担当

業務報告

書等の的

確な取り

まとめ

評定年月日

総評定点

総
評
定
点

所　見　欄

担
当
監
督
員

65

総
括
監

督
員

主
任
監
督
員

検査員所属
氏名

監
督
員

総括
監督員

担当
監督員

主任
監督員

工事監理委託成績評定表（正）

受託者名

種別 検査区分 工期

委託件名

契約番号

変更後契約金額 検査年月日

/+10.6～-10.6

平成　年　月　日

総括監督員所属
氏名

主任監督員所属
氏名

目的達
成度他



 
第２号の２様式

1 総評定点は小数点以下を切り捨て、整数とする。

2 総括監督員は､検査員の評定点と監督員の評定点を取りまとめ、当該工事を主管する部の部長及び

検査主管課長へ報告する。

主
任
監
督
員

検査員

評定項目別配点
/+4.0

～-4.0

/+2.0

～-2.0

/+1.0

～-1.0

/+7.0

～-7.0
総
括
監
督
員

計

評定項目別配
点の合計

/+24.4～-24.4 /+10.6～-10.6
/+35.0

～-35.0

/+1.6

～-1.6

/+1.6

～-1.6

/+9.6

～-9.6

/+28.0

～-28.0

　　評定項目
　　　・細目

評定者

プロセス評価 結果評価

65

主任
監督員

総括
監督員

評定項目別配点
/+4.0

～-4.0

/+6.4

～-6.4

/+3.2

～-3.2

/+1.6

～-1.6

監
督
員

担当
監督員

評
定
点
合
計

事
故
等
に
よ
る
減
点

基
礎
点

総
評
定
点

所　見　欄

専門

技術力
管理技術力

ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ力

取組姿勢

社会性

施工計画の確認検討,施工図

等の検討,工事の確認

担
当
監
督
員

業務執
行技術

力

迅速性

工程管理

能力

調整能力

品質管
理能力

弾力性
等

説明力
表現力
協調性

責任感
積極性

目的達
成度他

業務報告

書等の的

確な取り

まとめ

評定年月日 平成　年　月　日

総括監督員所属
氏名

主任監督員所属
氏名

担当監督員所属
氏名

検査員所属
氏名

契約番号 受託者名

契約金額 変更後契約金額 検査年月日

検査員課長

総評定点

委託件名

種別

部長 課長 係長 契約担当

検査区分 工期

工事監理委託成績評定表（副）



 

事故等による減点
第３号様式

評価項目 配点 事由 チェック

測量調査設計業務実績情報システム（TECRIS）への登録を行わなかったことが判明した。

公共建築設計者情報システム（PUBRIS）への登録を行わなかったことが判明した。

業務執行上、指摘、指導等を行ったが、改善されなかった。

関係者から苦情が寄せられる等、問題が認められた。または、問題発生時の情報連絡等、対応が適切に行われなかった。

業務処理のミスにより大きな手戻りが生じた。

業務実施体制に問題があった。

その他（理由：　　　　　　　　　　　）

業務に関する情報漏えいがあり、受注者の責任によるものと発注者が判断した。

その他（理由：　　　　　　　　　　　）

-1 改善命令書の交付を１回拒否した。

-3 改善命令書の交付を２回拒否した。

-5 改善命令書の交付を３回拒否した。

-3 配置技術者の資格・雇用等に問題があったため、改善命令書が交付された。

-5 再度、配置技術者の資格・雇用等に問題があったため、改善命令書が交付された。

-10 三度、配置技術者の資格・雇用等に問題があったため、改善命令書が交付された。

-1 受託者の責によらない事故、災害等が発生し、原因究明、再発防止等の事後処理は適切であったが、再発防止のため、改善命令書が交付された。

-3 受託者の責による事故、災害等が発生し、原因究明、再発防止等の事後処理は適切であったが、再発防止のため、改善命令書が交付された。

-5 受託者の責によらない事故、災害等が発生し、事後処理は不適切であり、再発防止のため、改善命令書が交付された。

-10 受託者の責による事故、災害等が発生し、事後処理は不適切であり、再発防止のため、改善命令書が交付された。

-5 技術提案書等に虚偽の事実が判明し、改善命令書が交付された。

-10 再び、技術提案書等に虚偽の事実が判明し、改善命令書が交付された。

-5 成果物等にミス等が判明し、改善命令書が交付された。

-10 成果物等にミス等が判明し、本体構造物等の強度不足など、その程度が重大であり、改善命令書が交付された。

-10 かし修補又は損害賠償が実施された場合。

-20 故意又は重大な過失によりかし修補又は損害賠償が実施された場合。

その他 任意 その他（理由：　　　　　　　　　　　）

合計

かし修補又は損害賠償が実施された場合。

手続き上の過失 -0.1

業務執行上の過失 -3

守秘性に係る過失 -3

主任技術者等が正当な理由なく改善命令書の
受取りを拒否し続けた。

配置技術者の資格・雇用等に問題があった。

安全管理が不適切であったために事故、災害
等が発生した。

入札前に提出された当該委託の技術提案書等
が虚偽であった事実が判明した。

成果物等のミス等により、できあがった目的
物等に重大な欠陥があることが判明した。

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４号様式（第１２条関係） 

  年  月  日 

委託成績評定通知書 

    あて 

                         契約主管課長名  □印  

 

 

 貴社が受託した設計業務委託について、世田谷区建築・設備設計等委託成績評定要綱第

１２条に基づき、評定の結果を下記のとおり通知します。なお、この評定が委託期間完了

より５年以内に修正された場合は、その内容を別途通知します。 

 

記 

 

１．契 約 番 号      世    第    号 

２．委 託 件 名 

３．委 託 期 間          年  月  日から    年  月  日まで 

４．検査年月日          年  月  日 

５．成 績 評 定 ※総評定点欄において、小数点以下を切り捨てて整数としています。 

評   価   項   目 評 定 点 ／ 満 点 

 

業務の実施能力 

業務実施体制 ／±０．７点 

管理技術者の能力 ／±１．６点 

技術者の能力 ／±１．６点 

 

業務の実施状況 

業務履行中の説明資料 ／±３点 

調整及び説明、対応の迅速性 ／±２．１点 

与条件の理解、業務への反映 ／±５点 

課題への対応 ／±６点 

業務目的の達成度 ／±１５点 

評定点合計 ／±３５点 

事故等による減点        点 

基礎点 ６５点 

総評定点 ／１００点 

６．総評定点基準 

優秀 良好 普通 やや不良 不良 

８０点以上 ７９～７０点 ６９～６０点 ５９～５０点 ４９点以下 

７．その他 

   上記の評定結果についての説明を求めることができます。また、その説明に不服が

ある場合は、その旨を付して、この書面を受けた日から起算して１４日以内に書面により、

再説明を求めることができます。 



 
第４号の２様式（第１２条関係） 

  年  月  日 

委託成績評定通知書 

    あて 

                         契約主管課長名  □印  

 

 

 貴社が受託した工事監理業務委託について、世田谷区建築・設備設計等委託成績評定要綱

第１２条に基づき、評定の結果を下記のとおり通知します。なお、この評定が委託期間完了

より５年以内に修正された場合は、その内容を別途通知します。 

 

記 

 

１．契 約 番 号      世    第    号 

２．委 託 件 名 

３．委 託 期 間          年  月  日から    年  月  日まで 

４．検査年月日          年  月  日 

５．成 績 評 定 ※総評定点欄において、小数点以下を切り捨てて整数としています。 

評   価   項   目 評 定 点 ／ 満 点 

専門技術力 業務執行技術力 ／±８．０点 

管理技術力 

迅速性、工程管理能力、調整能力 ／±８．４点 

品質管理能力 ／±３．２点 

弾力性等 ／±１．６点 

コミュニケーション力 説明力、表現力、協調性 ／±１．６点 

取組姿勢、社会性 責任感、積極性 ／±１．６点 

施工計画の確認検討 

施工図等の検討 

工事の確認 

目的の達成度 他 ／±９．６点 

業務報告書等（業務計画書、業務

報告書）の的確な取りまとめ 
／±１．０点 

評定点合計 ／±３５．０点 

事故等による減点        点 

基礎点 ６５点 

総評定点 ／１００点 

６．総評定点基準 

優秀 良好 普通 やや不良 不良 

８０点以上 ７９～７０点 ６９～６０点 ５９～５０点 ４９点以下 

７．その他 

 上記の評定結果についての説明を求めることができます。また、その説明に不服がある

場合は、その旨を付して、この書面を受けた日から起算して１４日以内に書面により、再

説明を求めることができます 



 
第５号様式(第１４条関係) 

  年  月  日 

再 説 明 請 求 書 

     

契約事務主管課長  あて           

             

      (受託者)法人名 

                 

 

                                 

 

世田谷区建築・設備設計等委託成績評定要綱第１４条の規定により、次のとおり再説明

を求めます。 

 

 

１．契 約 番 号           号 

 

２．委 託 件 名 

 

３．委 託 期 間         年  月  日から    年  月  日まで 

 

４．検 査 日         年  月  日 

   

 ５．再説明請求の内容 

 

 



 
第６号様式(第１４条関係) 

再 説 明 回 答 書 

年  月  日 

 

(受託者)  あて 

         

                 契約主管課長名  □印  

 

貴社が受託した設計等委託について世田谷区建築・設備設計等委託成績評定要綱第１４

条の規定に基づく審議の結果を下記のとおり回答します。 

 

記 

 

１．契 約 番 号           号 

 

２．委 託 件 名 

 

３．委 託 期 間         年  月  日から    年  月  日まで 

 

４．検 査 日         年  月  日 

    

５．再説明請求の内容に対する回答 

       

 



 
第７号様式（第１５条関係） 

  年  月  日 

委託成績評定通知書（修正） 

 

    あて 

                         契約主管課長名  □印  

 

 

 貴社が受託した設計業務委託について、世田谷区建築・設備設計等委託成績評定要綱第１

５条に基づき、評定の結果を下記のとおり修正したので通知します。 

 

記 

 

１．契 約 番 号      世    第    号 

２．委 託 件 名 

３．委 託 期 間          年  月  日から    年  月  日まで 

４．検査年月日          年  月  日 

５．成 績 評 定 ※総評定点欄において、小数点以下を切り捨てて整数としています。 

評   価   項   目 評 定 点 ／ 満 点 

 

業務の実施能力 

業務実施体制 ／±０．７点 

管理技術者の能力 ／±１．６点 

技術者の能力 ／±１．６点 

 

業務の実施状況 

業務履行中の説明資料 ／±３点 

調整及び説明、対応の迅速性 ／±２．１点 

与条件の理解、業務への反映 ／±５点 

課題への対応 ／±６点 

業務目的の達成度 ／±１５点 

評定点合計 ／±３５点 

事故等による減点        点 

基礎点 ６５点 

総評定点 ／１００点 

６．総評定点基準 

優秀 良好 普通 やや不良 不良 

８０点以上 ７９～７０点 ６９～６０点 ５９～５０点 ４９点以下 

７．その他 

   上記の評定結果についての説明を求めることができます。また、その説明に不服が

ある場合は、その旨を付して、この書面を受けた日から起算して１４日以内に書面により、

再説明を求めることができます。 



 
第７号の２様式（第１５条関係） 

  年  月  日 

委託成績評定通知書（修正） 

 

    あて 

                         契約主管課長名  □印  

 

 

 貴社が受託した工事監理業務委託について、世田谷区建築・設備設計等委託成績評定要綱

第１５条に基づき、評定の結果を下記のとおり修正したので通知します。 

 

記 

 

１．契 約 番 号      世    第    号 

２．委 託 件 名 

３．委 託 期 間          年  月  日から    年  月  日まで 

４．検査年月日          年  月  日 

５．成 績 評 定 ※総評定点欄において、小数点以下を切り捨てて整数としています。 

評   価   項   目 評 定 点 ／ 満 点 

専門技術力 業務執行技術力 ／±８．０点 

管理技術力 

迅速性、工程管理能力、調整能力 ／±８．４点 

品質管理能力 ／±３．２点 

弾力性等 ／±１．６点 

コミュニケーション力 説明力、表現力、協調性 ／±１．６点 

取組姿勢、社会性 責任感、積極性 ／±１．６点 

施工計画の確認検討 

施工図等の検討 

工事の確認 

目的の達成度 他 ／±９．６点 

業務報告書等（業務計画書、業務

報告書）の的確な取りまとめ 
／±１．０点 

評定点合計 ／±３５．０点 

事故等による減点        点 

基礎点 ６５点 

総評定点 ／１００点 

６．総評定点基準 

優秀 良好 普通 やや不良 不良 

８０点以上 ７９～７０点 ６９～６０点 ５９～５０点 ４９点以下 

７．その他 

 上記の評定結果についての説明を求めることができます。また、その説明に不服がある

場合は、その旨を付して、この書面を受けた日から起算して１４日以内に書面により、再

説明を求めることができます。 



 

 

 

 

第８号様式

1 総評定点は小数点以下を切り捨て、整数とする。

2 総括監督員は､検査員の評定点と監督員の評定点を取りまとめ、当該工事を主管する部の部長及び

検査主管課長へ報告する。

総括監督員所属
氏名

検査員所属
氏名

主任監督員所属
氏名

担当監督員所属
氏名

主管課長所属
氏名

主管課係長所属
氏名

主管課係員所属
氏名

総
評
定
点

65

/+35.0

～-35.0

/+6.0

～-6.0

/+15.0

～-15.0

/+26.0

～-26.0

業務
目的
の達
成度

検査員

評定項目別配点

計

評定項目別配

点の合計
/+3.9～-3.9 /+16.1～-16.1

 

業務
実施
体制

評定項目別配点
/+0.7

～-0.7

/+1.6

～-1.6

/+1.6

～-1.6

/+3.0

～-3.0

/+2.1

～-2.1

/+5.0

～-5.0

/+6.0

～-6.0

管理技
術者の
能力

技術
者の能

力

業務履
行中の
説明資

料

調整及
び説明
対応の
迅速性

与条件の

理解業務

への反映

(設計提

案)

課題
への
対応

検査区分

　　評定項目
　　　・細目

評定者

業務の実施能力 業務の実施状況

監
督
員

総括
監督員

担当
監督員

主任
監督員

/+9.0

～-9.0

/+9.0

～-9.0

工期

評
定
点
合
計

事

故
等

に

よ
る

減
点

基
礎
点

変更後契約金額

担当部長 課長 係長

検査年月日

【修正】設計委託成績評定表（正）

主
管
課
長

主
管
課
係
長

主
管
課
係
員

当初評定点 修正評定点

所　見　欄

修正年月日

委託件名

種別

契約番号

契約金額

当初評定年月日

受託者名



 
 

 

 

 

 

 

 

第８号の２様式

1 総評定点は小数点以下を切り捨て、整数とする。

2 総括監督員は､検査員の評定点と監督員の評定点を取りまとめ、当該工事を主管する部の部長及び

検査主管課長へ報告する。

種別 検査区分 工期

当初評定点 修正評定点

委託件名

契約番号 受託者名

契約金額 変更後契約金額 検査年月日

基
礎
点

総
評
定
点

主
管
課
係
員

担当監督員所属
氏名

検査員所属
氏名

修正年月日 平成　年　月　日
主管課長所属

氏名
主管課係長所属

氏名

当初評定年月日 平成　年　月　日

総括監督員所属
氏名

主任監督員所属
氏名

主管課係員所属
氏名

/+6.0

～-6.0

/+26.0

～-26.0

　　評定項目
　　　・細目

評定者

業務の実施能力 業務の実施状況

業務
目的
の達
成度

評
定
点
合
計

事

故

等
に

よ

る

減

点

所　見　欄

業務
実施
体制

管理技
術者の
能力

技術
者の能

力

業務履
行中の
説明資

料

調整及
び説明
対応の
迅速性

与条件の

理解業務

への反映

(設計提

案)

課題
への
対応
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/+9.0

～-9.0

/+5.0

～-5.0

/+6.0

～-6.0

検査員
 

主
管
課
係
長

監
督
員

担当
監督員

総括
監督員

主任
監督員

/+3.9～-3.9 /+16.1～-16.1
/+15.0

～-15.0

/+35.0

～-35.0

計

課長 検査員

評定項目別配点

部長 課長 係長 契約担当

/+9.0

～-9.0

評定項目別配点
/+0.7

～-0.7

/+1.6

～-1.6

/+1.6

～-1.6

/+3.0

～-3.0

/+2.1

～-2.1

主
管
課
長

【修正】設計委託成績評定表（副）

評定項目別配

点の合計



 
 

 

 

 

 

 

 

第９号様式

1 総評定点は小数点以下を切り捨て、整数とする。

2 総括監督員は､検査員の評定点と監督員の評定点を取りまとめ、当該工事を主管する部の部長及び

検査主管課長へ報告する。

担当監督員所属
氏名

総
評
定
点

【修正】工事監理委託成績評定表（正）

修正年月日

評
定
点
合
計

委託件名

種別 検査区分 工期

契約番号

所　見　欄
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検査員所属
氏名

主管課係員所属
氏名

主管課長所属
氏名

変更後契約金額 検査年月日

当初評定年月日

総括監督員所属
氏名

主任監督員所属
氏名

契約金額

/+28.0

～-28.0

主管課係長所属
氏名

部長 課長 係長 担当

事
故
等
に
よ
る
減
点

基
礎
点

主
管
課
係
員

受託者名

当初評定点 修正評定点

説明力
表現力
協調性

責任感
積極性

目的達
成度他

業務報告

書等の的

確な取り

まとめ

検査員

/+4.0

～-4.0

/+2.0

～-2.0

　　評定項目
　　　・細目

評定者

業務執
行技術

力

迅速性

工程管理

能力

調整能力

品質管
理能力

専門

技術力

監
督
員

総括
監督員

担当
監督員

主任
監督員

評定項目別配点

計

評定項目別配
点の合計

/+24.4～-24.4

評定項目別配点
/+4.0

～-4.0

/+6.4

～-6.4

主
管
課
長

主
管
課
係
長

/+35.0

～-35.0

/+1.0

～-1.0

/+7.0

～-7.0

施工計画の確認検討,施工図

等の検討,工事の確認

結果評価プロセス評価

/+3.2

～-3.2

/+1.6

～-1.6

/+1.6

～-1.6

/+1.6

～-1.6

管理技術力
ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ力

取組姿勢

社会性

/+10.6～-10.6

/+9.6

～-9.6

弾力性
等



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号の２様式

1 総評定点は小数点以下を切り捨て、整数とする。

2 総括監督員は､検査員の評定点と監督員の評定点を取りまとめ、当該工事を主管する部の部長及び

検査主管課長へ報告する。

主
管
課
係
長

主
管
課
長

委託件名

種別

課長

検査区分 工期

部長

契約番号 受託者名

契約金額 変更後契約金額 検査年月日

当初評定年月日

総括監督員所属
氏名

主任監督員所属
氏名

担当監督員所属
氏名

検査員所属
氏名

修正年月日
主管課長所属

氏名
主管課係長所属

氏名
主管課係員所属

氏名

　　評定項目
　　　・細目

評定者

プロセス評価 結果評価
評
定
点
合
計

事
故
等
に
よ
る
減
点

基
礎
点

総
評
定
点

所　見　欄

専門

技術力
管理技術力

ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ力

取組姿勢

社会性

施工計画の確認検討,施工図

等の検討,工事の確認

業務執
行技術

力 主
管
課
係
員

迅速性

工程管理

能力

調整能力

品質管
理能力

弾力性
等

説明力
表現力
協調性

責任感
積極性

目的達
成度他

業務報告

書等の的

確な取り

まとめ

監
督
員

担当
監督員
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主任
監督員

総括
監督員

評定項目別配点
/+4.0

～-4.0

/+6.4

～-6.4

/+3.2

～-3.2

/+1.6

～-1.6

計

評定項目別配点
/+4.0

～-4.0

/+2.0

～-2.0

/+1.0

～-1.0

/+7.0

～-7.0

/+35.0

～-35.0

/+1.6

～-1.6

/+1.6

～-1.6

/+9.6

～-9.6

課長 係長 契約担当 検査員

/+28.0

～-28.0

【修正】工事監理委託成績評定表（副） 当初評定点 修正評定点

評定項目別配
点の合計

/+24.4～-24.4 /+10.6～-10.6

検査員


